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２００９月６月３日、中国財政部と国家税務総局は、世界的な需要の減少により、景気低迷が続いている輸出産業

の支援策として、６月１日より、一部の増値税の輸出還付率を更に引上げることを発表しました。 

引上げ対象商品は、農産物、鋼材、薬品等中国の有力な輸出製品、トランク･靴･帽子などの労働集約型製品、及

び家庭電気製品など約６２０品目に及びます。増値税輸出還付率の引上げは、今年に入って３回目、昨年の８月以

降、７回目となり、約２５２億元(約３,６００億円)の還付額増加が見込まれており、税収を減少させてでも輸出を振興す

るという中央政府の意向が汲み取れます。今回の調整の内容については以下の通りです。  

 

 

【品目別の増値税輸出還付率】 

NO 品目  調整前 調整後 

１ テレビ用送信設備、ミシン機 等 １４％ １７% 

２ 

缶詰、ジュース、生糸などの農業二次加工品、電動ギアポンプ、セミトレ

ーラーなどの電気機械製品、光学部品などの計器、インスリン製剤など

の薬品、トランク、靴、帽子、傘、毛髪製品、おもちゃ、家具 等 

１３％、１４％ １５% 

３ 
一部のプラスチック、陶磁器、ガラス製品 一部の水産物、旋盤用工具 

等 
１１％ １３％ 

４ 合金鋼異種材等の鋼材、建築構造体等の鋼鉄製品、はさみ等 ５％ ９％ 

５ コーンスターチ、アルコール ０％ ５％ 

出所：「一部商品の輸出還付率の更なる引上げに関する通知」 (財税「2009」88 号) 

 

 


